
●指定管理者施設端末機器の借入れにかかる質疑について

質問事項 回答

1
ウイルスバス
ターCorp.Plus
について

貴県が既に保有されているライセンスに追加する形での調達でよろしいでしょうか。
この場合、既存のライセンスの契約期間が適用されるため、賃貸借期間中のライセンスの更新は含めることが
できませんが、問題ないでしょうか。
管理サーバを構築する必要はありますでしょうか。

端末は指定管理者施設のネットワークで使用する為、賃貸借期間中のライセンス更新は
含む必要があります。したがって、最新のパターンファイルの自動更新及びウィルスを検
知した際の自動駆除等の機能を有し、日本語に対応している同等性能品（ウイルスバス
ター クラウド等。）を可とします。また、管理サーバを構築する必要はありません。

2
卓上式プリン
タの消耗品に
ついて

標準添付品のトナーとは別に、1セット必要ということでよろしいでしょうか。
標準添付品を含む１セットです。A４用紙で2,500枚以上印刷できるのであれば追加の必要
はありません。

3
DVD-ROM装
置

書き込み機能付き（スーパーマルチ）ドライブでもよろしいでしょうか。
書き込み機能の停止設定も可能です。 問題ありません。

4 無線LAN 無線LANの無効設定による対応でもよろしいでしょうか。 問題ありません。

5
ウイルスバス
ター

奈良県庁様保有のライセンスへの追加でしょうか。或いは、新規で5年分の調達でしょうか。

端末は指定管理者施設のネットワークで使用する為、賃貸借期間中のライセンス更新は
含む必要があります。したがって、最新のパターンファイルの自動更新及びウィルスを検
知した際の自動駆除等の機能を有し、日本語に対応している同等性能品（ウイルスバス
ター クラウド等。）を可とします。また、管理サーバを構築する必要はありません。

6 保守
障害発生時の連絡後2時間以内に保守実施に着手とは、先ずはお電話等でコンタクトを取る等の対応でよろ
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7
賃貸借料の
支払について

賃貸借料の支払は毎月お支払いいただけるとの認識でよろしいでしょうか。また、支払時期ですが、使用月
の翌月に落札者指定の口座に振込にてお支払いいただけるのでしょうか。

お見込みのとおりです。

8
満了後の対
応について①

契約期間終了後の物件の取り扱いについてお教えください。発注者様負担で落札者指定倉庫まで返却頂け
るのか、落札者負担で物件を引き揚げるのか、無償譲渡になるのか、どちらになるのでしょうか。

契約案の19条のとおり考えています。

9
満了後の対
応について②

満了後、落札者負担での引揚となった場合、機器取外しや撤去について、第三者に委託することとなります
が、差し支えございませんでしょうか。

問題ありません。

10
満了後の対
応について③

満了後、落札者負担での引揚となった場合、機器は発注者側にて一か所にまとめていただく事は可能でしょ
うか。また引き揚げ費用は入札金額に含めるのでしょうか。

県側で一か所にまとめることは可能です。引き揚げ費用は入札金額に含みます。

11
データ消去に
ついて①

満了後、落札者負担での引揚となった場合、機器のデータ消去作業は落札者側で対応するのでしょうか。そ
の場合、消去費用は入札金額に含めるのでしょうか。

県側でデータ消去を行いますので落札者側で対応する必要はありません。

12
データ消去に
ついて②

データ消去を落札者側にて行う場合、対応は第三者に委託しても差し支えございませんでしょうか。 県側でデータ消去を行いますので落札者側で対応する必要はありません。

13
データ消去に
ついて③

データ消去を落札者側にて行う場合、消去方法に指定はないという認識でよろしいでしょうか。また、消去作
業時の立会いも不要との認識でよろしいでしょうか。

県側でデータ消去を行いますので落札者側で対応する必要はありません。

14
データ消去に
ついて④

データ消去を落札者側にて行う場合、消去作業完了時の証明書の発行はないとの認識でよろしいでしょう
か。もし、必要となった場合有料となりますが、その費用も入札金額に含めるのでしょうか。

県側でデータ消去を行いますので落札者側で対応する必要はありません。

15
固定資産税に
ついて

固定資産税は賃貸人の負担でしょうか。 賃貸人の負担です。

16
動産総合保
険について①

機器に付保します動産総合保険についてですが、補償範囲は地震・津波・噴火などの天災は補償に含まれ
ない一般的な動産総合保険との認識でよろしいでしょうか。

問題ありません。

17
動産総合保
険について②

物件に付保する動産総合保険の保険価額（保険金額）は、リース経過期間などに応じた時価となりますがよ
ろしいしょうか。

問題ありません。

18 保守について 保守についてですが、第三者へ委託しても差し支えございませんでしょうか。 問題ありません。

回答者

奈良県総務部ICT推進課
地域情報化推進係 山本・小西

tel ：0742-27-8446
mail：sys3_j@office.pref.nara.lg.jp


